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(57)【要約】
【課題】調製が短時間で容易に行え、衣服等を汚すことがなく、より強い美容及び医療効
果が短期間で得られる二酸化炭素外用剤を調製することができる調製用組成物を提供する
。
【解決手段】本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤及び水溶性分
散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されている粒状物と、炭
酸塩、水、特定の増粘剤及び多価アルコールを必須成分とし、使用時に粒状物と混合する
粘性組成物とからなる。そして、前記粒状物における水溶性酸、増粘剤、水溶性分散剤を
特定の配合割合で配合し、かつ、前記粘性組成物における炭酸塩、水、増粘剤を特定の配
合割合で配合した。また、前記粒状物と粘性組成物とを特定の割合で用いるようにした。
さらに、前記粒状物の増粘剤と水溶性分散剤とを特定の組み合わせで用いるようにした。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　水溶性酸、増粘剤として加工澱粉、デキストリン、馬鈴薯澱粉、トウモロコシ澱粉、キ
サンタンガム及びヒドロキシプロピルメチルセルロースから選択される１種又は２種以上
、この増粘剤とは別の物質である水溶性分散剤として乳糖、白糖、Ｄ－マンニトール、果
糖、蔗糖、及び尿素から選択される１種又は２種以上を必須成分とし、前記増粘剤が前記
水溶性酸及び前記水溶性分散剤と混合されている粒状物と、
　炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性組成物とを含
み、
　前記粒状物全体に対して前記水溶性酸が２～５０重量％、前記増粘剤が１０～４０重量
％、前記水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、
前記粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、
前記粘性組成物の増粘剤が０．５～２０重量％であり、
前記粒状物と前記粘性組成物との重量比が１：１０～４０であることを特徴とする二酸化
炭素外用剤調製用組成物。
【請求項２】
　粘性組成物の増粘剤がアルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステ
ル、カルボキシメチルセルロースナトリウム、カルボキシメチルスターチナトリウム及び
キサンタンガムから選択される１種又は２種以上である、請求項１に記載の二酸化炭素外
用剤調製用組成物。
【請求項３】
　水溶性酸が、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、
フマル酸、マレイン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸、グルタミン酸、アスパ
ラギン酸、グリコール酸、リンゴ酸、酒石酸、イタ酒石酸、クエン酸、イソクエン酸、乳
酸、ヒドロキシアクリル酸、α－オキシ酪酸、グリセリン酸、タルトロン酸、サリチル酸
、没食子酸、トロパ酸、アスコルビン酸、グルコン酸、リン酸、リン酸二水素カリウム、
リン酸二水素ナトリウム、亜硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、
ピロ亜硫酸カリウム、酸性ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸性ヘキサメタリン酸カリウム
、酸性ピロリン酸ナトリウム、酸性ピロリン酸カリウム、スルファミン酸から選ばれる１
種又は２種以上である請求項１または２に記載の二酸化炭素外用剤調製用組成物。
【請求項４】
　粒状物が、多孔性顆粒である請求項１～３のいずれかに記載の二酸化炭素外用剤調製用
組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は美容効果及び医療効果を有する二酸化炭素外用剤を調製するために用いられる
組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
　経皮経粘膜吸収された二酸化炭素が、皮膚や皮下組織、筋肉の血行を促進し、新陳代謝
を活発化することによって美容及び医療効果が得られることは、これらの効果を得る目的
で従来より世界各地で炭酸泉が利用されていることや、様々な研究により明らかである。
例えば医療効果では床ずれの治療への応用として、日吉らは人工炭酸泉が難治性褥創に対
し有効であることを報告している（例えば、非特許文献１参照）。
【０００３】
　二酸化炭素の外用による美容及び医療効果を簡便に得るために、二酸化炭素を配合した
二酸化炭素外用剤や、用時調製により二酸化炭素を発生させる外用剤が提案されている。
二酸化炭素外用剤は、その製造技術が確立されていないこと、二酸化炭素の損失がないか
あるいは損失が少ない保存容器の価格が高いことなどの問題点があるのに対し、用時調製
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により二酸化炭素を発生させる外用剤にはこれらの問題点が少なく、より実用的である。
　そのような外用剤を調製できる組成物として、例えば特許文献１には二酸化炭素経皮・
経粘膜吸収用組成物製造キットが提案されている。この公報には、二酸化炭素の経皮・経
粘膜吸収が、水虫、虫さされ、アトピー性皮膚炎、貨幣状湿疹、乾皮症、脂漏性湿疹、蕁
麻疹、痒疹、主婦湿疹、尋常性ざ瘡、膿痂疹、毛包炎、癰、せつ、蜂窩織炎、膿皮症、乾
癬、魚鱗癬、掌蹠角化症、苔癬、粃糠疹、創傷、熱傷、き裂、びらん、凍瘡などの皮膚粘
膜疾患もしくは皮膚粘膜障害に伴う痒み、褥創、創傷、熱傷、口角炎、口内炎、皮膚潰瘍
、き裂、びらん、凍瘡、壊疽などの皮膚粘膜損傷；移植皮膚片、皮弁などの生着不全；歯
肉炎、歯槽膿漏、義歯性潰瘍、黒色化歯肉、口内炎などの歯科疾患；閉塞性血栓血管炎、
閉塞性動脈硬化症、糖尿病性末梢循環障害、下肢静脈瘤などの末梢循環障害に基づく皮膚
潰瘍や冷感、しびれ感；慢性関節リウマチ、頸肩腕症候群、筋肉痛、関節痛、腰痛症など
の筋骨格系疾患；神経痛、多発性神経炎、スモン病などの神経系疾患；乾癬、鶏眼、たこ
、魚鱗癬、掌蹠角化症、苔癬、粃糠疹などの角化異常症；尋常性ざ瘡、膿痂疹、毛包炎、
癰、せつ、蜂窩織炎、膿皮症、化膿性湿疹などの化膿性皮膚疾患；除毛後の再発毛抑制（
むだ毛処理）；そばかす、肌荒れ、肌のくすみ、肌の張りや肌の艶の衰え、髪の艶の衰え
などの皮膚や毛髪などの美容上の問題及び部分肥満に有効であることが開示されている。
【０００４】
【非特許文献１】日吉俊紀；人工炭酸泉浴剤による褥創治療について．総合リハ１７（８
）：６０５－６０９，１９８９
【特許文献１】特開２０００－３１９１８７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　前記キットは水、増粘剤及び炭酸塩を含有する塩基性組成物と、酸を含有する二酸化炭
素発生補助剤との組み合わせ、もしくは水、増粘剤及び酸を含有する酸性組成物と、炭酸
塩を含有する二酸化炭素発生補助剤との組み合わせからなり、各組成物とそれに対応する
二酸化炭素発生補助剤を用時混合して二酸化炭素を発生させ、二酸化炭素外用剤を調製す
るものである。酸と炭酸塩の各製剤の混合ひいては二酸化炭素の発生を容易かつ確実にす
るためには、酸性組成物もしくは塩基性組成物の粘度をあまり高くできない。したがって
、該キットを用いて二酸化炭素外用剤を調製すると粘度が不十分であり、縦になった部分
への塗布では、該外用剤が垂れてしまって、塗布部分への二酸化炭素の供給が不完全ある
いは不可能であるだけでなく衣服等を汚す欠点がある。また、横になった部分への塗布で
は、該外用剤の自重により該外用剤の厚みが充分に確保されないため、供給される二酸化
炭素量が不十分となり、充分な美容もしくは医療効果が得られないなどの欠点があった。
二酸化炭素外用剤の必要な粘度を確保するために、酸性組成物もしくは塩基性組成物の粘
度を高くすると、これらと対応する二酸化炭素発生補助剤との混合及び溶解が困難になる
という欠点がある。また、両者をむりやり混合しても、二酸化炭素発生補助剤の溶解が不
十分であるために二酸化炭素が充分発生しないか、発生しても二酸化炭素発生補助剤の混
合と溶解に時間がかかるために、途中で二酸化炭素が外気中に発散して充分な濃度の二酸
化炭素を含む二酸化炭素外用剤が調製できないなどの欠点があった。
【０００６】
　そのために前記二酸化炭素経皮・経粘膜吸収用組成物製造キットは、比較的低粘度の酸
性組成物もしくは塩基性組成物しか使用せざるを得ない。したがって、該キットから調製
された二酸化炭素外用剤は、皮膚粘膜に塗布すると垂れたり厚みが確保できなかったりす
るために使いにくい。また、十分な二酸化炭素が皮膚粘膜に供給されないために、所望の
効果を得るためには頻繁に該二酸化炭素外用剤を使用する必要がある。例えば該二酸化炭
素外用剤を用いた顔痩せには、毎日使用して２週間から２ヶ月を必要とする。
【０００７】
　一般に増粘剤は、水と接触したときの膨潤速度や水への溶解速度が遅いので、そのまま
水と混合すると、固形物である増粘剤どうしが凝集し、内部が水を含まない固形物であり
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、その外側が溶解もしくは膨潤した粘性物に囲まれた凝集塊であるいわゆる「だま」もし
くは「ままこ」になりやすい。この「だま」もしくは「ままこ」の内部には、前記粘性物
のために水が浸透しにくいので、粘性組成物を作るときに所望の粘度が得られるまでに時
間がかかる。増粘剤の分散溶解、もしくは膨潤を促進する製剤処方も知られているが、二
酸化炭素外用剤調製用組成物において、短時間で粘度の高い二酸化炭素外用剤が容易に得
られる組成物は知られていなかった。
【０００８】
　本発明の目的は、調製が短時間で容易に行え、衣服等を汚すことがなく、より強い美容
及び医療効果が、より短期間で得られる二酸化炭素外用剤を調製することができる二酸化
炭素外用剤調製用組成物を得ることにある。
【０００９】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤と、この増粘剤とは別の
物質である水溶性分散剤を必須成分とし、前記増粘剤が前記水溶性酸及び前記水溶性分散
剤と混合されている粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物
と混合する粘性組成物とを含んでいる。
【００１０】
　本発明でいう水溶性分散剤とは、それ自身が水に溶解しやすく、粒子状の増粘剤と混合
したとき、該分散剤中に該粒子が安定に散在し、該粒子が互いに隔てられる物質すべてを
いう。なお、水溶性酸も水溶性分散剤として機能する。また、本発明でいう粒状物とは、
原料が混合され、顆粒、細粒、マイクロカプセルなどの粒状に加工された固形製剤を意味
する。さらに、本発明でいう二酸化炭素外用剤とは、皮膚粘膜に塗布して二酸化炭素を経
皮経粘膜吸収させることを目的とするものであって、組成物中に二酸化炭素を含有する外
用剤を意味する。
【００１１】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粘性組成物は粒状物の混合、崩壊が
容易な程度の粘度である。増粘剤は粒子状であり、この増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散
剤と混合されている粒状物は、増粘剤の粒子どうしが水溶性酸及び水溶性分散剤により互
いに隔てられる。また、前記増粘剤は粒子状であり、その表面積合計が大きいので、粘性
組成物と混合したときに、該粘性組成物中の水により短時間で溶解もしくは膨潤する。こ
の際、該増粘剤の粒子が互いに隔てられているために、増粘剤の粒子どうしが凝集する前
に溶解もしくは膨潤し、「だま」もしくは「ままこ」になるおそれがない。さらに、前記
粘性組成物の初期粘度があまり高くなくても、充分な粘度を持つ二酸化炭素外用剤が短時
間で得られる。その結果、水溶性酸と炭酸塩の反応により発生する二酸化炭素が外気中に
発散しにくい二酸化炭素外用剤を、短時間で容易に調製することができる。しかも、該外
用剤は皮膚粘膜に塗布したときに、適度な粘着力があり、皮膚粘膜に密着するとともに、
縦になった部分では垂れにくく、横になった部分では自重による外用剤の厚みの減少が少
ないため、衣服等を汚しにくいとともに、塗布部位に充分な量の二酸化炭素を供給でき、
二酸化炭素の美容及び医療効果が従来技術と比較して強く、より短期間で美容及び医療効
果が得られる。
【００１２】
　一つの好適な態様において、前記二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物全体に対し
て水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重
量％であり、粘性組成物全体に対して炭酸塩が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５
重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり、粒状物と粘性組成物の重量比が１：１０～
４０である。この態様においては、粒状物が粘性組成物に短時間で分散、崩壊し、粒状物
中の増粘剤が迅速に溶解もしくは膨潤して粘性組成物の粘度を短時間で増加させ、しかも
水溶性酸と炭酸塩が適度な速度で反応して、該粘性組成物と該粒状物の混合物中に必要充
分量の二酸化炭素をまんべんなく発生し、外気中に発散することなく、皮膚粘膜に塗布し
たときに効率よく二酸化炭素が経皮経粘膜吸収される二酸化炭素外用剤を調製することが
できる。また、この態様により得られる二酸化炭素外用剤は、充分な粘性を持つために縦
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になった部分に塗布してもまったく垂れることがない。しかも、適度な柔軟性及び展延性
を持つために塗布部位の伸縮にも追随する。このため、塗布したまま動くことが可能であ
る。さらに、横になった部分に塗布しても自重による厚みの減少あるいは塗布面積の拡大
がなく、所望部位にのみ的確に必要充分量の二酸化炭素を投与することが可能であり、短
期間で、強い美容及び医療効果が得られる。
【００１３】
　他の好ましい態様において、前記二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粘性組成物が多価
アルコール１～１５重量％を含んでいる。本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物から得
られる二酸化炭素外用剤は、そのままでも使用性は良好であるが、粘性組成物が多価アル
コールを含むことにより、調製される二酸化炭素外用剤の皮膚粘膜への粘着性と延びがさ
らに良くなるため、効果が一層確実に得られるとともに、使用性も一層良好になる。
【００１４】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、水溶性酸はクエン酸、リンゴ酸、酒石酸
、リン酸二水素ナトリウムからなる群より選ばれる１種以上であることが好ましい。前記
酸はいずれも食品添加物等として広く使われているものであり、比較的化学的安定性があ
り、水に溶けやすく、炭酸塩と反応して効率よく二酸化炭素を発生する。
【００１５】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、水溶性酸はリンゴ酸であることがさらに
好ましい。クエン酸やリン酸二水素ナトリウムは吸湿性があり、べたつきやすいために粒
状物の製造効率と保存の湿気対策に若干問題があり、酒石酸は低温の水には溶けにくいた
め二酸化炭素外用剤の調製に若干問題があるが、リンゴ酸、とりわけＤＬ－リンゴ酸はき
わめて水に溶けやすいにもかかわらず、吸湿性がないため、粒状物の製造効率が高く、保
存性に優れ、粘性組成物に溶けやすいため二酸化炭素外用剤の調製が容易である。
【００１６】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の増粘剤は加工澱粉、デキストリ
ン、キサンタンガム、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピロリドンからなる群
より選ばれる１種以上であることが好ましい。この場合には、前記増粘剤の水への溶解が
比較的早く、使用感も良好となる。
【００１７】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粘性組成物の増粘剤はアルギン酸ナトリ
ウム、アルギン酸プロピレングリコールエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウ
ム（ＣＭＣ－Ｎａ）からなる群より選ばれる１種以上であることが好ましい。アルギン酸
ナトリウムは蛋白結合性が強いため、医療用途では粘膜保護剤や創傷保護剤に使用されて
おり、肌荒れや傷の治療が可能なため、本発明の目的である美容もしくは医療用途に好適
に使用される。また、アルギン酸ナトリウムは酸性で粘度が上昇する性質があり、粒状物
との混合により調製される二酸化炭素外用剤が酸性になる場合は、粒状物による増粘剤添
加効果に相加的もしくは相乗的に作用して粘度を増加させるため、粒状物の粘性組成物へ
の混合溶解は容易でありながら、得られる二酸化炭素外用剤は充分な粘度を持つ。また、
アルギン酸プロピレングリコールエステルは水素イオン指数の変化による粘度の変化が少
ないため、粘性組成物に使用するとき粘度の調節が容易であり、しかも延びが良いため、
塗布しやすさと使用感に優れる。さらに、カルボキシメチルセルロースナトリウムは、少
量で強い粘着性が得られ、二酸化炭素外用剤の皮膚粘膜への密着を促すため、二酸化炭素
の経皮経粘膜吸収がより確実になるとともに、皮膜を形成しやすいため、該外用剤の空気
に触れる部分は該被膜により二酸化炭素の発散が抑制され、二酸化炭素の経皮経粘膜吸収
への利用率が高まる。これら増粘剤単独の効果により、本発明の二酸化炭素外用剤調製用
組成物から調製される二酸化炭素外用剤は、強い美容及び医療効果を短時間で示すが、こ
れら増粘剤の組み合わせによる複合効果により、さらに強い美容及び医療効果がより短時
間で得られる。
【００１８】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の水溶性分散剤はキシリトール、
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Ｄ－ソルビトール、ブドウ糖、Ｄ－マンニトール、果糖、蔗糖、乳糖、白糖、尿素からな
る群より選ばれる１種以上であることが好ましい。前記水溶性分散剤はいずれも水に溶け
やすく、該粒状物と前記粘性組成物の混合により、充分な粘性を持つ二酸化炭素外用剤が
短時間で容易に調製でき、強い美容及び医療効果がより短時間で得られる。
【００１９】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
加工澱粉、デキストリンおよび馬鈴薯澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、
乳糖である構成にすることができる。
【００２０】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
デキストリンおよびトウモロコシ澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、キシ
リトールである構成にすることができる。
【００２１】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
デキストリンおよび馬鈴薯澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、乳糖である
構成にすることができる。
【００２２】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
デキストリンおよび馬鈴薯澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、白糖である
構成にすることができる。
【００２３】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
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が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
加工澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、乳糖である構成にすることができ
る。
【００２４】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
デキストリンであり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、白糖である構成にすることが
できる。
【００２５】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
馬鈴薯澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散剤が、白糖である構成にすることがで
きる。
【００２６】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
キサンタンガム、デキストリンおよび馬鈴薯澱粉であり、かつ、前記粒状物の水溶性分散
剤が、キシリトールである構成にすることができる。
【００２７】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
デキストリンおよびヒドロキシプロピルセルロースであり、かつ、前記粒状物の水溶性分
散剤が、Ｄ－マンニトールである構成にすることができる。
【００２８】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、水溶性酸、増粘剤、この増粘剤とは別の物
質である水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤と混合されて
いる粒状物と、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時に前記粒状物と混合する粘性
組成物とを含み、前記粒状物全体に対して水溶性酸が２～５０重量％、増粘剤が１０～４
０重量％、水溶性分散剤が３０～８５重量％であり、前記粘性組成物全体に対して炭酸塩
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が０．１～１０重量％、水が７０～９７．５重量％、増粘剤が０．５～２０重量％であり
、前記粒状物と粘性組成物との重量比が１：１０～４０であり、前記粒状物の増粘剤が、
キサンタンガム、デキストリンおよびヒドロキシプロピルセルロースであり、かつ、前記
粒状物の水溶性分散剤が、尿素である構成にすることができる。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物によれば、調製が短時間で容易に行え、衣服等
を汚すことがなく、より強い美容及び医療効果が、より短期間で得られる二酸化炭素外用
剤を調製することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物と粘性組成物からなり、前記粒状物
は水溶性酸、増粘剤、水溶性分散剤を必須成分とし、増粘剤が水溶性酸及び水溶性分散剤
と混合されている。また前記粘性組成物は、炭酸塩、水、増粘剤を必須成分とし、使用時
に前記粒状物と混合する。
【００３１】
　前記粘性組成物は、表面が滑らかな長さ２１ｃｍ以上のガラス板の端に、粘性組成物１
ｇを直径１ｃｍの円盤状に塗り、該粘性組成物が上に来るように、水平面に対して６０度
の角度で立てたときに、５秒後の移動距離が２０ｃｍ以下となる粘度を持つ粘性組成物で
あり、ゲル、ペースト、ゼリー、クリーム、軟膏などが含まれる。ただし、該ガラス板を
垂直に立てたときに、１０分後の移動距離が１ｃｍ以下のものは除く。
【００３２】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物は水溶性酸と水溶性分散剤が粒状
物全体に対して３２～９０重量％配合されており、水溶性物質の構成比が比較的高い。ま
た、粘性組成物の水分含量は７０～９７．５重量％と比較的高い。このため、粒状物と粘
性組成物を混合すると、水溶性物質は迅速に溶解し、該粒状物は容易に崩壊する。
【００３３】
　粒状物中の増粘剤が水と接触して迅速に溶解もしくは膨潤するためには、増粘剤と水と
の接触面積が大きいほど好ましく、増粘剤の重量が同じ場合には、その粒子が細かいほど
増粘剤の表面積合計が大きいため、粒状物に使用する増粘剤は粒子状であるのが好ましく
、粒子径が小さいほどより好ましい。粒状物中で増粘剤の粒子は、水溶性酸と水溶性分散
剤の両水溶性物質中に散在しており、該水溶性物質により、増粘剤の粒子は互いに隔てら
れているため、水と接触したとき、すべての増粘剤の粒子が迅速に溶解もしくは膨潤して
粘性物となる。このため、該粘性組成物の初期粘度があまり高くなくても、「だま」もし
くは「ままこ」を形成することなく、短時間で充分な粘度を持つ二酸化炭素外用剤を調製
できる。
【００３４】
　増粘剤を迅速に溶解もしくは膨潤させたり、水溶性酸と炭酸塩との反応が偏らないよう
にしたりするためには、粒状物中で増粘剤、水溶性酸、及び水溶性分散剤が、できる限り
均一に混合されていることが好ましい。水溶性酸、水溶性分散剤も粒子状が好ましく、粒
子径が小さいほどより好ましい。
【００３５】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の剤形は特に制限されず、顆粒、
細粒、粉末などが含まれる。粒状物にはマイクロカプセルも含むが、製造コスト面では通
常の顆粒もしくは細粒もしくは粉末が有利である。粒状物は、増粘剤ができる限り細かい
粒子であり、水溶性酸及び水溶性分散剤とできる限り均一に混合分散されていれば特に制
限されない。例えば水溶性酸と水溶性分散剤、増粘剤がすべて粉末で、均一に混合された
粉末でもよい。また、前記粉末に適当な溶媒もしくは結合剤などを使用して顆粒や細粒と
したものでもよく、この場合には、扱いやすいだけでなく、顆粒もしくは細粒崩壊に多少
時間が必要なため、粘性組成物と混合したときに二酸化炭素発生反応が徐々に進行し、顆
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粒もしくは細粒が該粘性組成物中にまんべんなく行き渡り、発生する二酸化炭素が二酸化
炭素外用剤中にまんべんなく含まれ、外気中に発散するおそれがないのでより好ましい。
また、増粘剤の種類によっては、これを結合剤として使用できる場合もある。
【００３６】
　なお、前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物を微粉末にすると、粘性組
成物と混合したときに、両者が充分混合される前に二酸化炭素が発生して外気中に発散し
てしまう。また、増粘剤の粒子の互いの距離が近すぎるため、増粘剤が溶解もしくは膨潤
する前に凝集して「だま」もしくは「ままこ」になるために、調製された二酸化炭素外用
剤は粘度があまり増加せず、二酸化炭素含有量が少なく、しかも二酸化炭素がまんべんな
く含まれないため好ましくない。粒状物が錠剤、カプセル等体積の比較的大きな固形製剤
の場合は、粒状物の溶解に時間がかかるために、使用に適した粘度に達するまでに時間が
かかるだけでなく、発生する二酸化炭素が二酸化炭素外用剤中にまんべんなく含まれない
ため、やはり好ましくない。
【００３７】
　粒状物の表面形状は特に制限がないが、溶解速度の点から表面積の大きい凹凸形状が好
ましく、吸水効率が高い多孔性がさらに好ましい。これらの粒状物は、配合成分の性質等
に応じて流動層造粒法や攪拌造粒法、乾式破砕造粒法、湿式破砕造粒法、押し出し造粒法
など公知の粒状物製造方法を適宜利用して製造できる。
【００３８】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の水溶性酸としては、有機酸また
は無機酸からなる群の中から選ばれる１種以上を用いることができる。酸の配合量は、粒
状物全体に対して２～５０重量％が好ましいが、より好ましくは１０～３５重量％、さら
に好ましくは１５～２５重量％である。酸の配合量が２重量％以下では二酸化炭素の発生
速度が遅く、発生量が少なすぎて二酸化炭素による美容もしくは医療効果が充分得られな
い。また、５０重量％以上では二酸化炭素の発生量が多くなりすぎて、外用剤に含まれる
気泡量が多すぎるため、充分な粘度を持つ外用剤が調製できない。
【００３９】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の水溶性酸の有機酸としては、例
えばシュウ酸、マロン酸、コハク酸、グルタル酸、アジピン酸、ピメリン酸、フマル酸、
マレイン酸、フタル酸、イソフタル酸、テレフタル酸等のジカルボン酸、グルタミン酸、
アスパラギン酸等の酸性アミノ酸、グリコール酸、リンゴ酸、酒石酸、イタ酒石酸、クエ
ン酸、イソクエン酸、乳酸、ヒドロキシアクリル酸、α－オキシ酪酸、グリセリン酸、タ
ルトロン酸、サリチル酸、没食子酸、トロパ酸、アスコルビン酸、グルコン酸等のオキシ
酸が挙げられ、これらの１種以上が使われる。
【００４０】
　無機酸としては、例えばリン酸、リン酸二水素カリウム、リン酸二水素ナトリウム、亜
硫酸ナトリウム、亜硫酸カリウム、ピロ亜硫酸ナトリウム、ピロ亜硫酸カリウム、酸性ヘ
キサメタリン酸ナトリウム、酸性ヘキサメタリン酸カリウム、酸性ピロリン酸ナトリウム
、酸性ピロリン酸カリウム、スルファミン酸が挙げられ、これらの１種以上が使われる。
これらの中でグリコール酸、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、イソクエン酸、サリチル酸、
リン酸二水素ナトリウム、酸性ヘキサメタリン酸ナトリウム、酸性ピロリン酸ナトリウム
、スルファミン酸が好ましく、リンゴ酸、酒石酸、クエン酸、リン酸二水素ナトリウムが
効果と使用性等の面からさらに好ましく、リンゴ酸が吸湿性等がなく扱いやすいため製造
面から最も好ましい。
【００４１】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、増粘剤としては、天然高分子、半合成高
分子、合成高分子、無機物からなる群の中から選ばれる１種以上を使用できる。
【００４２】
　前記天然高分子としては、例えばアラビアゴム、カラギーナン、ガラクタン、寒天、ク
インスシード、グアガム、トラガントガム、ペクチン、マンナン、ローカストビーンガム
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、米澱粉、小麦粉澱粉、トウモロコシ澱粉、馬鈴薯澱粉などの植物系高分子、カードラン
、キサンタンガム、サクシノグルカン、デキストラン、ヒアルロン酸、プルランなどの微
生物系高分子、アルブミン、カゼイン、コラーゲン、ゼラチン、フィブロインなどの蛋白
系高分子が挙げられ、これらの１種以上が使用される。
【００４３】
　半合成高分子としては、エチルセルロース、加工澱粉、カルボキシメチルセルロース及
びその塩類、カルボキシメチルエチルセルロース及びその塩類、カルボキシメチルスター
チ及びその塩類、クロスカルメロース及びその塩類、結晶セルロース、酢酸セルロース、
酢酸フタル酸セルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルスターチ、
ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ヒドロキシプロ
ピルメチルセルロースフタレート、粉末セルロース、メチルセルロース、メチルヒドロキ
シプロピルセルロースなどのセルロース系高分子、アルファー化澱粉、部分アルファー化
澱粉、カルボキシメチル澱粉、デキストリン、メチル澱粉などの澱粉系高分子、アルギン
酸、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリコールエステルなどのアルギン酸
系高分子、コンドロイチン硫酸ナトリウム、ヒアルロン酸ナトリウムなどのその他の多糖
類系高分子などが挙げられ、これらの１種以上が使用される。
【００４４】
　合成高分子としては、例えばカルボキシビニルポリマー、ポリアクリル酸ナトリウム、
ポリビニルアセタールジエチルアミノアセテート、ポリビニルアルコール、ポリビニルピ
ロリドン、メタアクリル酸－アクリル酸エチルコポリマー、メタアクリル酸－メタアクリ
ル酸エチルコポリマー、メタアクリル酸エチル・メタアクリル酸塩化トリメチルアンモニ
ウムエチルコポリマー、メタアクリル酸ジメチルアミノエチル・メタアクリル酸メチルコ
ポリマーが挙げられ、これらの１種以上が使用される。
【００４５】
　無機物としては、例えば含水二酸化ケイ素、軽質無水ケイ酸、コロイダルアルミナ、ベ
ントナイト、ラポナイトが挙げられ、これらの１種以上が使用される。
【００４６】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の増粘剤としては、加工澱粉、ア
ルファー化澱粉、カルボキシメチル澱粉、デキストリン、キサンタンガム、ヒドロキシプ
ロピルセルロース、ポリビニルピロリドンが溶解もしくは膨潤速度の面から好ましく、加
工澱粉、デキストリン、キサンタンガム、ヒドロキシプロピルセルロース、ポリビニルピ
ロリドンが、使用性などの面からより好ましい。
【００４７】
　増粘剤の配合量は粒状物においては、粒状物全体に対して１０～４０重量％が好ましい
が、より好ましくは１５～３５重量％、さらに好ましくは２０～３０重量％である。粒状
物の増粘剤の配合量が１０重量％以下では、粒状物と粘性組成物を混合したときにできる
外用剤の粘度が不十分である。粒状物の増粘剤の配合量が４０重量％以上では、粒状物と
粘性組成物を混合したときに粒状物の崩壊と分散、溶解が遅くなり、外用剤の調製に時間
がかかりすぎる。
【００４８】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物の水溶性分散剤としては、水に溶
けやすく、化学的に安定で、粒子状で使用できれば特に制限されない。例えばアルファー
化デンプン、α－シクロデキストリンなどのデンプン誘導体、白糖、ブドウ糖、果糖、蔗
糖、乳糖、キシリトール、Ｄ－ソルビトール、Ｄ－マンニトールなどの糖類、プルラン、
キサンタンガムなどの多糖類、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチ
ルセルロース、カルメロースカルシウム、カルメロースナトリウムなどのセルロース誘導
体とその塩類、ポリビニルピロリドンなどの合成高分子、尿素が挙げられ、これらの１種
以上が使われる。これらの中で糖類と尿素が好ましく、キシリトール、Ｄ－ソルビトール
、ブドウ糖、Ｄ－マンニトール、果糖、蔗糖、乳糖、白糖、尿素がさらに好ましい。
【００４９】
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　水溶性酸も水溶性分散剤としての機能を有する。しかし、粒状物が水溶性酸及び増粘剤
を必須成分としていても、水溶性分散剤及びその他の水溶性添加物を含まず、かつ増粘剤
が水溶性酸と混合され、該水溶性酸中に該増粘剤の粒子が散在し、水溶性酸により増粘剤
の粒子が互いに隔てられていると、該粒状物を粘性組成物と混合したとき、増粘剤が水に
より充分溶解もしくは膨潤して粘性組成物の粘度が増加する前に酸と炭酸塩の反応が進行
し、発生する二酸化炭素が外気中に発散するとともに、増粘剤が「だま」もしくは「まま
こ」になってしまい、充分な粘度を有する二酸化炭素外用剤が得られない。
【００５０】
　なお、水溶性分散剤の中で増粘剤として使用できるもの、及び増粘剤の中で水溶性分散
剤として使用できるものもあるが、構成上は別のものとして扱う。
【００５１】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粘性組成物の炭酸塩としては、酸と反応
して二酸化炭素を発生するものであれば特に限定されない。例えば炭酸アンモニウム、炭
酸水素アンモニウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム、セスキ炭酸カリウム、炭酸ナト
リウム、炭酸水素ナトリウム、セスキ炭酸ナトリウム、炭酸リチウム、炭酸水素リチウム
、セスキ炭酸リチウム、炭酸セシウム、炭酸水素セシウム、セスキ炭酸セシウム、炭酸マ
グネシウム、炭酸水素マグネシウム、炭酸水素カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸水酸化
マグネシウム、炭酸バリウムが挙げられ、これらの１種以上が用いられる。炭酸塩の配合
量は、粘性組成物全体に対して０．１～１０重量％が好ましいが、より好ましくは０．５
～６重量％、さらに好ましくは１～３重量％である。炭酸塩の配合量が０．１重量％以下
であると、これと反応する酸の量がどれだけ多くても二酸化炭素の発生量が少ないために
、美容もしくは医療効果が得られない。炭酸塩の配合量が１０重量％以上であると、これ
と反応化学的に等量以上の酸を含有する粒状物を混合し、反応させると二酸化炭素の発生
量が多すぎて、外気中に発散し、経皮経粘膜吸収に利用されないだけでなく、調製された
二酸化炭素外用剤が気泡を多く含みすぎ、粒状物が含む増粘剤の増粘効果が打ち消され、
粘着性が低下して該外用剤が皮膚粘膜に密着しない。そのため、使いにくいだけでなく、
充分な美容もしくは医療効果が得られない。
【００５２】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粘性組成物の水としては、通常の化粧品
や医薬品等の製造に使用できる水であれば特に制限されず、蒸留水、膜濾過水、イオン交
換水などが適宜使用できる。水の配合量は、粘性組成物全体に対して７０～９７．５重量
％が好ましいが、より好ましくは７５～９５重量％、さらに好ましくは８０～９２．５重
量％である。水の配合量が７０重量％以下であると、粘性組成物の粘性が高すぎて流動性
、柔軟性等に欠けるために粒状物の混合が困難になり、粘性組成物中に粒状物がまんべん
なく行き渡らなくなるとともに、水分が少ないために粒状物中の増粘剤の溶解もしくは膨
潤が不十分なために粘度の増加が少なく、充分な美容もしくは医療効果が得られない。水
の配合量が９７．５重量％以上であると、粘性組成物に粒状物を混合したとき、水溶性酸
の溶解が早すぎて二酸化炭素が急激に発生し、外気中に発散し、調製された二酸化炭素外
用剤中の含有量が少なくなるとともに、粘性組成物の粘度の増加が少なく、得られた二酸
化炭素外用剤を皮膚粘膜に塗布したときに垂れるため使用性が悪いだけでなく、充分な美
容もしくは医療効果が得られない。
【００５３】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粘性組成物の増粘剤としては、アルギン
酸系高分子、セルロース系高分子、合成高分子が好ましく、アルギン酸ナトリウム、アル
ギン酸プロピレングリコールエステル、カルボキシメチルセルロース及びその塩類、カル
ボキシメチルスターチ及びその塩類、カルボキシビニルポリマー、ポリビニルピロリドン
が使用性などの面からより好ましく、アルギン酸ナトリウム、アルギン酸プロピレングリ
コールエステル、カルボキシメチルセルロースナトリウムが使用感などの面からさらに好
ましい。
【００５４】
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　増粘剤の配合量は粘性組成物においては、粘性組成物全体に対して０．５～２０重量％
が好ましいが、より好ましくは１～１０重量％、さらに好ましくは２～５重量％である。
粘性組成物の増粘剤の配合量が０．５重量％以下では粘度が低すぎるために、粒状物を加
えても充分な粘度が得られない。粘性組成物の増粘剤の配合量が２０重量％以上では粘度
が高すぎて粒状物との混合が困難になり、むりやり混合しても粒状物の崩壊が不十分なた
めに二酸化炭素が充分発生しないか、発生しても混合に時間がかかるために途中で二酸化
炭素が外気中に発散して経皮経粘膜吸収に充分利用されず、美容もしくは医療効果が得ら
れにくい。
【００５５】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物から得られる二酸化炭素外用剤は、弱アルカリ性～
弱酸性であり、傷などにしみることはない。該外用剤の水素イオン指数は、刺激性等の面
からｐＨ４～９が好ましく、ｐＨ５～８がさらに好ましい。
【００５６】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物の粘性組成物は、そのままでも使用性は良好である
が、多価アルコールを加えることにより、粒状物との混合により得られる二酸化炭素外用
剤の皮膚粘膜への粘着性と延びがさらに良くなるため、使用性は一層良好になるとともに
、効果が一層確実になる。多価アルコールの配合量としては、粘性組成物の１～１５重量
％が好ましいが、より好ましくは３～１０重量％である。１重量％以下では前記の効果が
得られず、１５重量％以上配合すると、該外用剤の粘度が低くなり、皮膚粘膜に塗布した
とき垂れたり流れたりするため好ましくない。
【００５７】
　多価アルコールとしては、特に制限されず、例えばエチレングリコール、ジエチレング
リコール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、１，３－ブチレングリコー
ル、ポリエチレングリコール、ネオペンチルグリコール、スピログリコールなどのグリコ
ール類、グリセリン、ジグリセリン、ポリグリセリンなどのグリセロール類、１，３－ブ
タンジオール、１，４－ブタンジオール、１，６－ヘキサンジオール、１，８－オクタン
ジオール、１，１０－デカンジオールなどのジオール類が挙げられ、これらの１種以上が
使用される。これらの中でも１，３－ブチレングリコール、グリセリンが、粘着性及び延
びの改善と粘度のバランスに優れ、保湿性も持つために特に好ましい。
【００５８】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物には前記必須成分の他に、本発明の効果を損なわな
い範囲で、通常外用剤や化粧料に用いられる原料、例えば香料、色素、界面活性剤、油分
、保湿剤、アルコール類、防腐剤、酸化防止剤、金属イオン封鎖剤、着色防止剤、紫外線
吸収・散乱剤、ビタミン類、アミノ酸類、アルブチン、コウジ酸、栄養剤、抗炎症剤、血
管拡張剤、ホルモン剤、収斂剤、抗ヒスタミン剤、殺菌剤、皮脂抑制剤、角質剥離・溶解
剤、抗脂漏剤、鎮痒剤などの薬剤を配合できる。これにより、二酸化炭素外用剤を化粧料
や外用医薬として好適に使用できる。
【００５９】
　本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物と粘性組成物が接触しない状態で保
存されていれば良く、両者とも特に密閉状態で保存されることが好ましい。保存容器とし
ては、材質や形状、構造など特に制限なく使用でき、例えば材質としてはプラスチック、
ガラス、アルミニウム、紙、各種ポリマーやこれらの材料の複合体が挙げられ、また、形
状や構造としてはカップ、チューブ、バッグ、びん、スティック、ポンプが挙げられ、こ
れらのいずれかが制限なく使用できる。これらの中で特に粒状物には、内面をポリエチレ
ンテレフタレートでラミネートしたアルミスティックもしくはアルミバッグ、粘性組成物
には内面をポリエチレンテレフタレートでラミネートしたアルミスティックもしくはアル
ミバッグ、あるいは内面をポリエチレンテレフタレートでラミネートしたアルミシートで
蓋をヒールシートするポリエチレンテレフタレート製のカップが、密閉性や内容物の保存
安定性、製造コストの面などから好ましい。
【００６０】
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　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物において、粒状物と粘性組成物の混合は、ガラスや
プラスチックなどの適当な容器を用いて行っても良く、あるいは手のひらや皮膚粘膜の上
などで行っても良い。粒状物と粘性組成物の混合は手指などで行っても良いし、バターナ
イフやヘラなどの道具を用いても良い。粒状物が完全に粘性組成物に溶けるまで混合して
も良いし、粒状物が半分程度溶けるだけでも良い。後者の場合は、皮膚粘膜にそのまま塗
布しても粒状物が急速に溶けて行くので、塗布時間が極端に短くなければ完全に溶かした
場合と同様の効果が得られる。
【００６１】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物１重量部に対し粘性組成物１０～４０重
量部であることが好ましいが、より好ましくは１５～３５重量部、さらに好ましくは２０
～３０重量部である。粒状物１重量部に対し粘性組成物が１０重量部以下では、両者を混
合して二酸化炭素外用剤を調製した場合に二酸化炭素の発生が激しく、多すぎるために、
二酸化炭素が外気中に発散しやすいとともに、得られた二酸化炭素外用剤は気泡を多く含
みすぎて粘性が低下し、皮膚粘膜への粘着性が損なわれる結果、充分な美容もしくは医療
効果が得られにくい。粒状物１重量部に対して粘性組成物が４０重量部以上では、粒状物
を粘性組成物中にまんべんなく分散させるには時間がかかり、その間に発生する二酸化炭
素が外気中に発散しやすく、また、二酸化炭素の発生量が少ないために美容及び医療効果
が弱くなる。
【００６２】
　前記二酸化炭素外用剤調製用組成物から得られる二酸化炭素外用剤の塗布の厚さは０．
２～１０ｍｍが好ましいが、より好ましくは０．５～５ｍｍ、さらに好ましくは１～３ｍ
ｍである。塗布の厚さが０．２ｍｍ以下では美容もしくは医療効果が得られにくく、１０
ｍｍ以上では塗布しにくいだけでなく、それ以上の効果が得られない。
【００６３】
　二酸化炭素外用剤の塗布時間は、美容目的の場合５分間～３時間が好ましいが、より好
ましくは１０分間～２時間、さらに好ましくは１５分間～１時間である。塗布時間が５分
間より短いと美容効果が弱く、３時間より長いとそれ以上の効果が得られず、また皮膚が
ふやけてしまう。医療目的の場合の塗布時間も美容目的のそれに準ずるが、床ずれなどの
深い傷に使用する場合などは２４時間以上の塗布も有効である。
【００６４】
　以上の構成の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、二酸化炭素外用剤の調製が容易であり
、調製される二酸化炭素外用剤は多量の二酸化炭素を全体にまんべんなく含有し、充分な
粘度と粘着性を持ち、外気に触れる部分は被膜を形成して二酸化炭素の発散が抑えられ、
皮膚粘膜に塗布したときに垂れたり厚みが減少したりすることがない。このため、従来の
二酸化炭素外用剤と比較して水虫、虫さされ、アトピー性皮膚炎、貨幣状湿疹、乾皮症、
脂漏性湿疹、蕁麻疹、痒疹、主婦湿疹、尋常性ざ瘡、膿痂疹、毛包炎、癰、せつ、蜂窩織
炎、膿皮症、乾癬、魚鱗癬、掌蹠角化症、苔癬、粃糠疹、創傷、熱傷、き裂、びらん、凍
瘡などの皮膚粘膜疾患もしくは皮膚粘膜障害に伴う痒み、褥創、創傷、熱傷、口角炎、口
内炎、皮膚潰瘍、き裂、びらん、凍瘡、壊疽などの皮膚粘膜損傷；移植皮膚片、皮弁など
の生着不全；歯肉炎、歯槽膿漏、義歯性潰瘍、黒色化歯肉、口内炎などの歯科疾患；閉塞
性血栓血管炎、閉塞性動脈硬化症、糖尿病性末梢循環障害、下肢静脈瘤などの末梢循環障
害に基づく皮膚潰瘍や冷感、しびれ感；慢性関節リウマチ、頸肩腕症候群、筋肉痛、関節
痛、腰痛症などの筋骨格系疾患；神経痛、多発性神経炎、スモン病などの神経系疾患；乾
癬、鶏眼、たこ、魚鱗癬、掌蹠角化症、苔癬、粃糠疹などの角化異常症；尋常性ざ瘡、膿
痂疹、毛包炎、癰、せつ、蜂窩織炎、膿皮症、化膿性湿疹などの化膿性皮膚疾患；除毛後
の再発毛抑制（むだ毛処理）；そばかす、肌荒れ、肌のくすみ、肌の張りや肌の艶の衰え
、髪の艶の衰えなどの皮膚や毛髪などの美容上の問題及び部分肥満に対する効果がより強
力であり、効果発現が早い。
【実施例】
【００６５】
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　次に実施例を挙げて本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物について具体的に説明する
が、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。
（実施例１）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖５０重量部、水溶性酸としてクエン酸３０重量部、増粘剤とし
て加工澱粉７重量部、デキストリン３重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒と
する湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した
。この粒状物の収率は約６０％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９１．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０
℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム１．５重量部、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一
夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００６６】
（実施例２）
粒状物の製造
　水溶性分散剤としてキシリトール６５重量部、水溶性酸としてリン酸二水素ナトリウム
１５重量部、増粘剤としてデキストリン１０重量部、トウモロコシ澱粉１０重量部を用い
、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆
粒を製造した。この粒状物の収率は約６５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９２．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム１．５重量部、防腐剤として
メチルパラベン０．１重量部、フェノキシエタノール１．０重量部、その他の原料として
オウバクエキス０．１重量部、カミツレエキス０．１重量部、ローズウッドエキス０．１
重量部、シソエキス０．１重量部を分散溶解し、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤と
してアルギン酸ナトリウム２．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム２．０
重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組
成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００６７】
（実施例３）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖６０重量部、水溶性酸としてクエン酸２０重量部、増粘剤とし
てデキストリン１０重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒とする湿式押し出し
造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収
率は約６５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８８．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム３．０重量部、その他の原料
としてソウハクヒエキス、オタネニンジンエキス、シソエキス、シコンエキス、ローズマ
リーエキスを各々０．１重量部、防腐剤として１，２－ペンタンジオール３．０重量部を
溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム３．０重量部
、カルボキシメチルセルロースナトリウム２．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶か
し、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物０．７ｇを内面がポリエチレンテレフタレートでラミネートされたアルミステ
ィックに密閉充填し、粘性組成物１５ｇを内面がポリエチレンテレフタレートでラミネー
トされたアルミパウチに密閉充填して粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用
剤調製用組成物とした。
【００６８】
（実施例４）



(15) JP 2009-91365 A 2009.4.30

10

20

30

40

50

粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸３０重量部、増粘剤とし
て加工澱粉７重量部、デキストリン３重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒と
する湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した
。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９１．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０
℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム１．５重量部、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一
夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
　前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００６９】
（実施例５）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖５０重量部、水溶性酸として酒石酸２０重量部、増粘剤として
加工澱粉１０重量部、デキストリン１０重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒
とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造し
た。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８８．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム３．０重量部、その他の原料
としてソウハクヒエキス、オタネニンジンエキス、シソエキス、シコンエキス、ローズマ
リーエキスを各々０．１重量部、防腐剤として１，２－ペンタンジオール３．０重量部を
溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸プロピレングリコールエ
ステル３．０重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム２．０重量部を徐々に加え
て攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
　前記粒状物１．５ｇを内面がポリエチレンテレフタレートでラミネートされたアルミス
ティックに密閉充填し、粘性組成物３０ｇを容量５０ｍｌのポリエチレンテレフタレート
の半球形カップに充填し、上面をポリエチレンテレフタレートでラミネートしたアルミシ
ートで熱融着した。前記アルミスティック充填粒状物１本と前記半球形カップ充填粘性組
成物１個を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７０】
（実施例６）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖７３重量部、水溶性酸としてリンゴ酸７重量部、増粘剤として
加工澱粉７重量部、デキストリン３重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒とす
る湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。
この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９０．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム２．０重量部、防腐剤として
フェノキシエタノール１．０重量部、多価アルコールとして１，３－ブチレングリコール
２．０重量部を溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸プロピレ
ングリコールエステル１．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム３．０重量
部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物
を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７１】
（実施例７）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として白糖５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸２０重量部、増粘剤とし
てデキストリン１５重量部、馬鈴薯澱粉１５重量部を用い、水を溶媒とする湿式押し出し
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造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収
率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８９．０重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム３．０重量部、防腐剤として
１，２－ペンタンジオール０．５重量部、多価アルコールとして１，３－ブチレングリコ
ール３．０重量部を溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸プロ
ピレングリコールエステル１．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム３．０
重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組
成物を製造した。
　前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７２】
（実施例８）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖５５重量部、水溶性酸としてクエン酸２５重量部、増粘剤とし
て加工澱粉７重量部、デキストリン３重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を用い、水を溶媒と
する湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した
。この粒状物の収率は約６５％であった。
粘性組成物の製造
　後述する比較例２の粘性組成物の製造に従い、製造した。前記粒状物と粘性組成物を組
み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７３】
（実施例９）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖６０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸２５重量部、増粘剤とし
て加工澱粉１５重量部を用い、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、
直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　実施例６の粘性組成物の製造に従い製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７４】
（実施例１０）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として白糖６０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸３０重量部、増粘剤とし
てデキストリン１０重量部を用い、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍ
ｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　実施例６の粘性組成物の製造に従い製造した。前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて
二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７５】
（実施例１１）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として白糖５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸３０重量部、増粘剤とし
て馬鈴薯澱粉２０重量部を充分混合し、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約
４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約９５％であっ
た。
粘性組成物の製造
　実施例６の粘性組成物の製造に従い製造した。前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて
二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７６】
（実施例１２）
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粒状物の製造
　水溶性分散剤として乳糖５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸３０重量部、増粘剤とし
て加工澱粉７重量部、デキストリン３重量部、馬鈴薯澱粉１０重量部を充分混合し、水を
溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製
造した。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９１重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０℃ま
で徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム５重量部を徐々に加えて攪拌し
ながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７７】
（実施例１３）
粒状物の製造
　実施例１２の粒状物の製造方法に従い製造した。
粘性組成物の製造
　精製水９１重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０℃ま
で徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸プロピレングリコールエステル５重量部を
徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製
造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７８】
（実施例１４）
粒状物の製造
　実施例１２の粒状物の製造方法に従い製造した。
粘性組成物の製造
　精製水９１重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０℃ま
で徐々に加温しながら増粘剤としてカルボキシメチルセルロースナトリウム５重量部を徐
々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造
した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００７９】
（実施例１５）
粒状物の製造
　水溶性分散剤としてキシリトール５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸３０重量部、増
粘剤としてキサンタンガム７重量部、デキストリン５重量部、馬鈴薯澱粉８重量部を充分
混合し、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性
柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約７０％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８９．０重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム３．０重量部、防腐剤として
１，２－ペンタンジオール０．５重量部、多価アルコールとして１，３－ブチレングリコ
ール３．０重量部を溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナト
リウム１．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加え
て攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００８０】
（実施例１６）
粒状物の製造
　水溶性分散剤としてＤ－ソルビトール５０重量部、水溶性酸としてリンゴ酸２０重量部
、増粘剤としてデキストリン１５重量部、ヒドロキシプロピルセルロース１５重量部を充
分混合し、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔
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性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約６５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８９．０重量部に炭酸塩として炭酸ナトリウム３．０重量部、防腐剤として１，
２－ペンタンジオール０．５重量部、多価アルコールとして１，３－ブチレングリコール
３．０重量部を溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸プロピレ
ングリコールエステル１．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム３．０重量
部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物
を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００８１】
（実施例１７）
粒状物の製造
　水溶性分散剤としてＤ－マンニトール４５重量部、水溶性酸としてリンゴ酸２５重量部
、増粘剤としてデキストリン１５重量部、キサンタンガム１５重量部を充分混合し、水を
溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製
造した。この粒状物の収率は約９０％であった。
粘性組成物の製造
　精製水８８．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム３．０重量部、防腐剤として
１，２－ペンタンジオール１．０重量部、多価アルコールとして１，３－ブチレングリコ
ール３．０重量部を溶かし、６０℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナト
リウム１．５重量部、カルボキシメチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加え
て攪拌しながら溶かし、溶解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００８２】
（実施例１８）
粒状物の製造
　水溶性分散剤として尿素５０重量部、水溶性酸として酒石酸２０重量部、増粘剤として
キサンタンガム１０重量部、デキストリン１０重量部、ヒドロキシプロピルセルロース１
０重量部を充分混合し、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約
１ｍｍの多孔性柱状顆粒を製造した。この粒状物の収率は約９５％であった。
粘性組成物の製造
　実施例７の粘性組成物の製造に従い製造した。
粒状物１．５ｇを内面がポリエチレンテレフタレートでラミネートされたアルミスティッ
クに密閉充填し、粘性組成物３０ｇを容量５０ｍｌのポリエチレンテレフタレートの半球
形カップに充填し、上面をポリエチレンテレフタレートでラミネートしたアルミシートで
熱融着した。前記アルミスティック充填粒状物１本と前記半球形カップ充填粘性組成物１
個を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００８３】
（比較例１）
粒状物の製造
　水溶性酸としてクエン酸２０重量部、増粘剤としてヒドロキシプロピルセルロース３０
重量部、デキストリン２０重量部、カルボキシメチルスターチナトリウム３０重量部を用
い、湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍの柱状顆粒を製造した。この
粒状物の収率は約４５％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９１．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０
℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム１．５重量部、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一
夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。前記粒状物と粘性組成物を組み合わ
せて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
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【００８４】
（比較例２）
特開２０００－３１９１８７号公報の実施例１０９に従い以下のように製造した。
粒状物の製造
　クエン酸２５重量部、エチルセルロース２５重量部、クロスカルメロースナトリウム５
０重量部を用い、水を溶媒とする湿式押し出し造粒法により長さ約４ｍｍ、直径約１ｍｍ
の多孔性柱状顆粒を製造した。
粘性組成物の製造
　精製水８９．６重量部に炭酸水素ナトリウム２．４重量部を溶かし、６０℃まで徐々に
加温しながらアルギン酸ナトリウム４．０重量部、エチルセルロース２．０重量部、カル
ボキシメチルセルロースナトリウム２．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶
解後一夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記粒状物と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした。
【００８５】
（比較例３）
水溶性酸含有粉末の製造
　水溶性酸としてクエン酸６０重量部、増粘剤としてデキストリン２０重量部、馬鈴薯澱
粉２０重量部を充分混合し、粉末を製造した。この粒状物の収率は約１００％であった。
粘性組成物の製造
　精製水９１．５重量部に炭酸塩として炭酸水素ナトリウム４．０重量部を溶かし、６０
℃まで徐々に加温しながら増粘剤としてアルギン酸ナトリウム１．５重量部、カルボキシ
メチルセルロースナトリウム３．０重量部を徐々に加えて攪拌しながら溶かし、溶解後一
夜放置し、室温まで冷まして粘性組成物を製造した。
前記水溶性酸含有粉末と粘性組成物を組み合わせて二酸化炭素外用剤調製用組成物とした
。
【００８６】
評価試験
このようにして製造した二酸化炭素外用剤調製用組成物を次のようにして評価した。
評価１：顔の部分痩せ、美白、美肌効果（１）
　実施例１～１８及び比較例１～３の２１種類の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物
もしくは水溶性酸含有粉末１．４ｇと、各々に対応する粘性組成物３０ｇを、直径５ｃｍ
のプラスチック容器中で、ヘラを用いて３０回攪拌して二酸化炭素外用剤を調製し、調製
のしやすさを評価した。
次に、調製された各外用剤の１０ｇを２１～４２才の女性被験者延べ２１人の顎を含む右
頬に厚さ約１ｍｍに塗布して垂れ具合を観察し、塗布１５分後に外用剤を取り去って頬と
肌の状態を観察した。
　その結果、実施例１～１８のいずれの二酸化炭素外用剤調製用組成物も、粒状物と粘性
組成物の混合は容易であり、粒状物は粘性組成物中にまんべんなく行き渡って溶けるとと
もに、二酸化炭素の発生は充分であった。特にこれらから調製されたいずれの二酸化炭素
外用剤も、被験者の頬に塗布しても垂れることはなく、１５分後に取り去った後、本発明
の二酸化炭素外用剤を使用した被験者すべてにおいて、該外用剤塗布側頬が第三者の観察
で非塗布部分と比較して小さくなり、口角が上がり、肌が白く透明感が出ていることが認
められた。これらの中でも特に実施例４、１２、１５、１７の二酸化炭素外用剤調製用組
成物から調製した二酸化炭素外用剤の顔の部分痩せ、美白、美肌効果が優れていた。
【００８７】
　一方、比較例１の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物と粘性組成物の混合は容易
で二酸化炭素の発生も充分であったものの、これから調製された二酸化炭素外用剤を被験
者の頬に塗布したところ、塗布直後から垂れてきて頬から落ち、衣服を汚した。塗布１５
分後に該外用剤を取り去ったところ、肌が多少白くなってはいたものの、頬が小さくなり
口角が上がる効果は認められなかった。
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【００８８】
　比較例２の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物が粘性組成物にほとんど溶けず、
二酸化炭素の発生は不十分であった。これから調製された二酸化炭素外用剤を被験者の頬
に塗布したところ、塗布直後から垂れてきて頬から落ち、衣服を汚した。塗布１５分後に
該外用剤を取り去ったところ、該外用剤中にはまだ粒状物が溶けずに残り、被験者の塗布
側の頬は多少白くなったものの、非塗布側と比較して小さくなり、口角が上がり、肌に透
明感が出る効果は認められなかった。
【００８９】
比較例３の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、粒状物を粘性組成物に加えて攪拌した途端
に粘性組成物表面近くで二酸化炭素の発生が始まり、粒状物が粘性組成物に充分混合され
る前に二酸化炭素の発生が終了してしまった。また、粘性組成物中で「だま」もしくは「
ままこ」がたくさんできて粒状物は溶けきらなかった。これから調製された二酸化炭素外
用剤を被験者の頬に塗布したところ、依然「だま」もしくは「ままこ」はなくならず、該
外用剤は塗布直後から垂れてきて頬から落ち、衣服を汚した。塗布１５分後に該外用剤を
取り去ったところ、肌が多少白くなってはいたものの、頬が小さくなり口角が上がる効果
は認められなかった。
【００９０】
評価２：顔の部分痩せ、美白、美肌効果（２）
　実施例８及び比較例２の２種類の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物１．４ｇを、
直径５ｃｍのプラスチック容器中で、粒状物に対応する粘性組成物３０ｇに加え、ヘラを
用いて３０回攪拌して二酸化炭素外用剤を調製した。実施例８の組成物から調製された二
酸化炭素外用剤の１０ｇを、４１才の女性被験者の右頬に、比較例２の組成物から調製さ
れた二酸化炭素外用剤１０ｇを左頬に各々厚さ約１．５ｍｍに塗布して垂れ具合を観察し
、塗布１５分後に外用剤を取り去って頬と肌の状態を観察した。その結果、実施例８の二
酸化炭素外用剤調製用組成物から調製された二酸化炭素外用剤は、被験者の右頬に塗布し
ても垂れることはなく、１５分後に取り去った後、右側頬が第三者の観察で左側頬と比較
して小さくなり、口角が上がり、肌が白く透明感が出ていることが認められた。一方、比
較例２の二酸化炭素外用剤調製用組成物から調製された二酸化炭素外用剤は、塗布直後か
ら垂れ、被験者の衣服を汚した。
【００９１】
評価３：傷の治療（１）
　実施例３の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．７ｇと粘性組成物１５ｇを用い
て二酸化炭素外用剤を調製し、その０．５ｇを３２才の男性の左手薬指の理髪用はさみに
よる長さ１ｃｍの切り傷に２０分間塗布した。これを１日１回、３日間繰り返したところ
、傷口が完全にふさがった。理髪用はさみによる切り傷は、通常の絆創膏貼付では傷口が
ふさがるまでに２週間以上必要なことから、本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は、
非常に強い創傷治療効果を持つ二酸化炭素外用剤を調製できることが明らかである。
【００９２】
評価４：傷の治療（２）
　１２才男子の虫さされの掻き傷が難治化した、浸出液を伴う長径３ｃｍ×短径２ｃｍの
浅い皮膚潰瘍に対し、実施例４の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．２ｇと粘性
組成物３ｇを用いて二酸化炭素外用剤を調製し、１５分間塗布した。これを１日１回、５
日間繰り返したところ、副作用なく傷口が完全にふさがった。
【００９３】
評価５：にきびの治療
　２９才の女性の額中央部にできた高さ約１ｍｍの赤みを伴うにきびに対し、実施例１の
二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．７ｇと粘性組成物１５ｇを用いて二酸化炭素
外用剤を調製し、その０．５ｇを３０分間塗布したところ、赤みが薄くなり、にきびの高
さはやや膨らみが分かる程度に低くなった。同様に実施例１の二酸化炭素外用剤調製用組
成物から二酸化炭素外用剤を調製し、１回０．５ｇを３０分間毎日塗布したところ、４日
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【００９４】
評価６：アトピー性皮膚炎の治療
　全体が黒青色化し、多数のかさぶたと出血がある２９才男性の両手甲のアトピー性皮膚
炎に対し、実施例６の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．７ｇと粘性組成物１５
ｇを用いて二酸化炭素外用剤を調製し、右手甲に３０分間塗布したところ、黒青色化の程
度が改善され、やや血色が戻るとともに、出血がすべて止まった。同様に実施例６の二酸
化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．７ｇと粘性組成物１５ｇを用いて二酸化炭素外用
剤を調製し、毎日３０分間塗布したところ、１２日目には黒色化が完全に解消され、普通
の皮膚の色調になるとともに、かさぶたの数は半分以下になり、出血は全く認められなく
なった。
【００９５】
評価７：ヘルペス感染後色素沈着の治療
　左胸下にヘルペス感染による多数の色素沈着が生じて２週間以上続いていた２８歳の女
性に対し、実施例１７の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物１．４ｇと粘性組成物２
５ｇを用いて二酸化炭素外用剤を調製して色素沈着部分に塗布し、その上から合成樹脂ラ
ップをかぶせて３０分間放置した。これを１日１回、３週間続けたところ、色素沈着はほ
とんど目立たなくなった。
【００９６】
評価８：爪床欠損の治療
　左親指爪床をカンナで約０．６平方センチメートル欠損した１２歳の男性に対し、該欠
損に創傷被覆材を使用し、２日目にほぼ出血が止まった。該欠損部はまだ多少血が滲み、
皮下組織が見えていたが、実施例１５の二酸化炭素外用剤調製用組成物の粒状物０．３ｇ
と粘性組成物５ｇを用いて二酸化炭素外用剤を調製し、該欠損部を広く覆うように厚く塗
布し、合成樹脂ラップで丸１日密閉する治療を繰り返したところ、４日目に上皮が該欠損
部を覆い、出血が完全に止まって治癒した。
【００９７】
　これらの結果から、本発明の二酸化炭素外用剤調製用組成物は二酸化炭素外用剤の調製
が短時間で容易に行え、調製された二酸化炭素外用剤は充分な粘度を持ち、使いやすく、
短時間で強力な美容及び医療効果が得られる二酸化炭素外用剤調製用組成物であることが
明らかである。
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